
報告 1-1 

報告資料－1 

報告事項-1 路線バス休止の申し出について 

事業者名 三田市 

担当者 － 添付資料 有 

１．休止路線の申し出 

前回の開催にて報告を行った休止路線に加え、三田市内を運行する 1路線について、

乗合バスの退出（路線休止）意向の申し出があった。前回報告を行った 3路線と合わせ

て、路線を休止する区間における代替手段の必要性を含め地域住民及び神姫バス等の関

係者とともに、三田市地域公共交通活性化協議会で設置する協議の場において検討す

る。 

 

(1)退出（休止）路線 

路線名 起点 終点 
運行 

キロ 

便

数 

輸送人員 

(R6 年度) 

乗車

密度 
備考 

① 

三田駅～岡

場駅前 

三田駅 
岡場駅

前 
19.2km  2 

67,670

人 

6.4

人 

・平日のみ運行 

・市内区間は限定的利

用で別系統による代替

が可能 

・県協調補助路線 

・三田市外の神戸市北

区を繋ぐ路線 

 

(2)休止を必要とする理由 

 深刻な運転士不足及び利用者数の低迷のため 

 

(3)休止意向予定日 

 令和 8年４月１日 

 

(4)休止路線図 別添資料のとおり 
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2．協議する場 

 バス路線の減便・廃止等の課題が発生する場合の「協議の場」は、「路線再編」に関わるもので

あることから、三田市地域公共交通活性化協議会の「交通ネットワーク分科会」を協議の場に位

置付け、協議検討する。 

 

 
交通ネットワーク分科会委員及び出席者(案) 

◇分科会委員（バス路線の減便・廃止等の課題が発生する場合の協議） 

 委員（案） 

分科会長 活性化協議会会長 

分科会委員 バス事業者 

鉄道事業者 

タクシー事業者 

三田市（道路管理者） 

社会福祉協議会 

市民委員 

◇その他出席を依頼する者（要領第５条第７項）： 

・バス事業者のダイヤ編成部署職員 

（情報共有の際等） 

・当該路線が接する地域の住民（自治会、まちづくり協議会等代表） 

・三田市地域担当職員 
 

 

 

〇沿線地域住民と市で検討 

 

※必要に応じ交通事業者が参加 

活
性
化
協
議
会 

【報告】 

(1)廃止等の申し出 

(2)将来的な廃止等 

※住民生活に影響がある路線 

（
「
協
議
す
る
場
」） 

分
科
会 

交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

  

沿
線
地
域 

【検討】 

(3)課題の抽出及び共有 

(4)課題解決の情報整理 

(5)代替交通の候補の検討 

【検討】 

・現状・需要の確認 

・代替交通案の検討 

・代替交通案の導入に必要な期間の確認 

【調整】 

(6)地域の代替交通案の調整 

(7)廃止等時期 

【協議】 

(8)廃止等がなされた後の旅客

運送の確保 
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（報告１別紙 路線図） 

 

 

 

三田駅 

赤坂 

三田駅発ダイヤ（平日のみ)
三田駅 → 赤坂 → 中大沢 → 岡場駅前

7:38 → 7:41 → 8:04 → 8:25
14:00 → 14:03 → 14:25 → 14:46

岡場駅発ダイヤ（平日のみ)
岡場駅前 → 中大沢 → 赤坂 → 三田駅

8:30 → 8:46 → 9:06 → 9:15
15:25 → 15:42 → 16:05 → 16:14
16:25 → 16:42 → 17:05 → 17:14

三田駅～岡場駅前 


